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学校における教育活動の学校再開について（お知らせ） 

 
新型コロナウイルス感染症対策については，適切に対応していただき感謝申し上げます。 
さて，国の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が，本県においても

５月３１日（日）まで延長されたところですが，本市の感染状況等を踏まえ，児童の健やかな

学びを保障するため，本校では，５月１１日（月）から，教育活動を再開することとします。 
つきましては，以下のとおり，感染症対策の徹底を図りながら学校を再開しますので，ご確

認くださるようお願いいたします。 
なお，状況によっては，変更する場合もあります。 
 

記 
１  学校再開期日 

 令和２年５月１１日（月）～通常の登校 ※５月９日（土）の土曜授業は実施しません。 

 

２ 健康管理について 

（１）登校前に自宅で体温を測定し健康観察を十分行い健康観察カードへ記入・提出してく

ださい。なお，体調が悪い場合（発熱や咳など）は, 登校を控えてください。  

（２）登下校や授業中は，原則としてマスクを着用させてください。 
（３）水筒・タオル（手洗い・顔洗い後等に使用します）を持参させてください。 
（４）十分な睡眠や適度な運動，バランスのとれた食事を心がけ，抵抗力を高めるために，生

活リズムを整えてください。 
 

３ 授業等について 

（１）当面，全学級で授業時間を短縮（40分授業）し，学習準備・手洗い等の時間（15分） 

を確保します。なお，下校時刻は通常と変わりません。 

（２）授業中は，飛沫防止のために大声での話や歌唱，体育時の接触場面が多い活動及び家 

庭科における調理等の実習は行いません。また，学習用具等の貸し借りをさせません。 

※ 感染リスクを可能な限り低減しつつ段階的に実施可能な教育活動を開始します。 

 

４ 感染防止のために 

（１）原則マスクを着用させ，こまめな手洗い・顔洗い・うがいの徹底や咳エチケットの励 
行，手指消毒や換気を行います。 

（２）授業形態や内容を工夫し，児童の接触を避けます。なお，児童間のスペースを可能 

な限り確保するために，グループ活動等を行いません。 
（３）学校給食は５月１１日（月）から開始します。なお，主食・牛乳・副食の一品の簡 

易給食を当面２０日（水）まで実施します。給食時間は，配膳等の工夫や机を向かい

合わせ（対面）にしないなど，机間の距離をとります。 
（４）密集・密接・密閉の３密を避け，「新しい生活様式」を基に感染防止に努めます。  

（裏面に「新しい生活様式」の実践例を添付してあります。） 
５ その他 

（１）児童の状況等を的確に把握するなど，心のケアに適切に取り組むとともに，感染者等に 
対する偏見や差別が生じないよう指導します。 

（２）スポーツ少年団等の活動は１１日（月）以降とします。なお，感染防止を徹底し時間短 
縮や練習メニューの工夫など身体に過度な負担のかかる運動を避けて実施してください。 
当面の間，週休日の活動等はできません。 

（３） 今後の情報につきましては，「連絡メール」等を送信しますのでご確認ください。 
（４）ご家庭で困ったことや感染が疑われるような場合は，学校へご連絡ください。 
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（別添） 

 


